
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             第４章   第４次計画の実施状況 
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１ これまでの取組 

第４次計画では、「ひとり親家庭等の生活の安定と向上、その子どもの健やかな成長」を基

本理念に、「子育て・生活支援の充実」、「就業支援の充実」、「養育費の確保及び適切な面会交

流5の推進」、「経済的支援の推進」、「利用者目線に立った広報の展開」の５つの基本目標を定

め、ひとり親家庭等を巡る様々な状況や、国の基本方針などを踏まえ、新たな施策を加えな

がら、ひとり親家庭等への支援の充実に取り組んできました。 

また、この計画は「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2019（令和元年度

（2019 年度）～令和４年度（2022 年度））」や、子ども施策に係る総合的な計画である「第

４次さっぽろ子ども未来プラン（令和２年度（2020 年度）～令和６年度（2024 年度））」等

と連動し、また、支援の対象者や支援策が重なる部分の多い「札幌市子どもの貧困対策計画

（平成 30 年度（2018 年度）～令和４年度（2022 年度））」とは、緊密な連携を図りながら

取り組みを進めてきました。 

２ 各基本目標の主な成果 

計画期間である、平成 30 年度（2018 年度）～令和４年度（2022 年度）に実施した施策

の主な成果は次のとおりです。 

｜ 基本目標１ 子育て・生活支援の充実 

● 区保育・子育て支援センター（ちあふる）の拡充 

全ての子育て家庭に対する子育て支援の充実を図るため、保育機能に加え、常設子育てサ

ロンなどの様々な機能を持つ区保育・子育て支援センター（ちあふる）を設置。 

（実績） 

平成 31/令和元年度 市内９か所目の「ちあふる・あつべつ」設置 

令和５年度  市内 10 か所目の「ちあふる・ちゅうおう」開設により、全 10 区への設置完了 

● 困難を抱える子ども・世帯を早期に把握し必要な支援に結び付ける体制の強化 

子どもの相談支援に豊富な経験を持つ「子どもコーディネーター」が、困難を抱えてい

る子どもや家庭を早期に把握し、関係機関と連携して必要な支援や重層的な見守りへとつ

なげる事業を実施。平成 30 年度（2018 年度）の市内６区から令和４年度（2022 年度）

は市内全 10 区に拡大。 

（相談受理件数） 

平成 30 年度～令和４年度（5 年間） 1,603 件 

● 学習支援ボランティア事業の実施 

学習習慣の定着と基礎的な学力の向上を図るとともに、各種相談を通じひとり親家庭の

不安感を解消し、身近なモデルとなる大学生と接することで将来を考えるきっかけとなる

ことを目的とした事業を市内全 10 区で実施。令和３年度には、新型コロナウイルス感染症

対策としてオンラインでの支援も行った。 

（参加延べ人数） 

平成 30 年度～令和４年度（5 年間） 15,280 人 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業休止期間あり 

 

5 第４章はこれまでの取組の振り返りであるため、用語については従前のとおりとしている。 
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｜ 基本目標２ 就業支援の充実 

● ひとり親家庭等就業支援センターにおける就業支援事業の実施 

個々に応じた就業相談や職業紹介のほか、就職に有利な資格取得や能力開発を目的とする

就業支援講習会などを実施し、ひとり親家庭等の就労による自立促進を図る事業を実施。 

（相談延べ件数） 

平成 30 年度      6,508 件 

平成 31/令和元年度  6,372 件 

令和２年度      5,583 件 

令和３年度      5,896 件 

令和４年度      5,530 件 

 

● 高等職業訓練促進給付金事業の充実 

保育士や看護師などの就職に有利な資格取得を容易にすることを目的に、養成機関で修業

している期間の生活の負担軽減を図るため、給付金を支給。令和３年度から情報系の資格も

対象とするなどの制度拡充を実施。 

（支給実績） 

平成 30 年度      131,075 千円（120 人） 

平成 31/令和元年度   164,063 千円（132 人） 

令和２年度       139,335 千円（108 人） 

令和３年度       197,520 千円（192 人） 

令和４年度       251,112 千円（234 人） 

 

● 保育サービスの充実 

保護者の就労形態の多様化等に対応するため、時間外保育、病後児保育、休日保育等を

実施。 

（実績） 

平成 30 年度  時間外保育：410 施設、病後児保育：６か所、休日保育：７施設 

令和４年度  時間外保育：527 施設、病後児保育：７か所、休日保育：12 施設 

 

 

｜ 基本目標３ 養育費の確保及び適切な面会交流の推進 

● 養育費及び面会交流相談の推進 

各区の母子・婦人相談員のほか、ひとり親家庭支援センターでの一般相談、弁護士等によ

る特別相談など養育費に係る相談を実施。また、令和３年（2021 年）７月から養育費に関

する取決めや保証契約に係る費用の一部を補助する「ひとり親家庭等養育費確保支援事業」

を開始。 

（養育費に関する相談件数） 

各区母子・婦人相談員   平成 30 年度～令和 4 年度（5 年間） 1,945 件 

ひとり親家庭支援センター 平成 30 年度～令和 4 年度（5 年間） 1,295 件 

   

（開講講座数及び参加人数） 

平成 30 年度      17 講座（222 人）  

平成 31/令和元年度  17 講座（148 人）  

令和２年度           9 講座 （69 人）  

令和３年度          11 講座  （80 人）  

令和４年度          18 講座 （143 人） 
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｜ 基本目標４ 経済的支援の推進 

● 児童扶養手当制度の情報提供と手当の支給 

各種広報により児童扶養手当制度に関する情報提供を実施し、また、全部支給に係る所得

制限限度額の引上げや支給回数の見直し（年 3 回から年 6 回）により、適切な手当の支給を

実施。 

   （各年度３月末時点手当受給者数） 

平成 30 年度     21,024 人 （児童数 28,931 人） 

平成 31/令和元年度  19,034 人 （児童数 27,029 人） 

令和 2 年度      18,570 人 （児童数 26,508 人） 

令和 3 年度      18,143 人 （児童数 25,858 人） 

令和４年度      17,409 人 （児童数 24,812 人） 

 

● ひとり親家庭等医療費の助成 

ひとり親家庭等の保健の向上や福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の母親又は父親及び

その子に係る医療費の一部を助成（子は入院及び通院、親は入院のみ対象）。 

（助成実績） 

平成 30 年度～令和 4 年度（5 年間） 助成件数 1,205,398 件、助成金額 2,836,235 千円 

 

● ひとり親家庭等高等職業訓練促進資金貸付事業 

就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金と就職準備金（促

進資金貸付）の貸付けを実施。また、令和 3 年度より、自立に向けて意欲的に取り組むひと

り親家庭の親を対象とした家賃相当の貸付け（住宅貸付）を実施。 

（貸付件数） 

促進資金貸付 平成 30 年度～令和 4 年度（5 年間） 173 件 

住宅貸付    令和 3 年度～令和 4 年度（2 年間）  30 件 

 

 

｜ 基本目標５ 利用者目線に立った広報の展開 

● 必要とされる情報を確実に届ける広報の展開 

ひとり親家庭向けの支援制度をまとめた冊子の配布や、児童扶養手当現況届への制度案内

チラシの同封、「札幌市ひとり親家庭支援公式 LINE」による情報発信等、必要な情報を確実

に届けるための広報活動を実施。 

（令和 4 年度実績） 

「シングルママ・パパのためのくらしのガイド」発行部数：10,000 部 

児童扶養手当現況届同封チラシの発行部数        ：21,500 部 

「札幌市ひとり親家庭支援公式 LINE」登録者数     ：約 4,300 人 
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３ 成果指標に対する達成度 

この計画では、計画期間中の成果を把握するため、あらかじめ成果指標を設定していま

す。 

成果指標は、計画全体及び基本目標別に設定し、アンケート調査の結果を基に点検を行う

こととしています。 

今回は、令和４年度（2022 年度）のアンケート調査結果に基づき成果指標の点検を行って

います。 

 

｜ 計画全体の成果指標 

● 今後の生活（経済的・子育て等）に不安のある方の割合 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子家庭 88.0% 89.2% 80.0% 

父子家庭 84.4% 88.6% 80.0% 

寡婦 66.0% 82.2% 60.0% 

 

｜ 基本目標１（子育て・生活支援の充実）の成果指標 

● 子どもに対して悩みを持っている方の割合 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子家庭 80.9% 80.5% 70.0% 

父子家庭 79.9% 83.0% 70.0% 

 

● 18～19 歳世代6の大学進学の割合 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

ひとり親家庭 30.1% 29.1% 38.0% 

 

｜ 基本目標２（就業支援の充実）の成果指標 

● 仕事に対して悩みを持っている方の割合 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子家庭 91.9% 87.0% 80.0% 

父子家庭 90.8% 89.7% 80.0% 

 

● 就業している方のうちの正社員・正職員の割合 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子家庭 35.2% 45.3% 45.0% 

父子家庭 58.8% 65.1% 62.0% 

 

 
6 高校生を除外した平成 14.10～平成 16.11 生まれの子を母数とする割合 
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｜ 基本目標３（養育費の確保及び適切な面会交流の推進）の成果指標 

● 養育費の取決めをしている方の割合 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子家庭 52.6% 63.7% 60.0% 

父子家庭 21.0% 20.7% 30.0% 

 

● 面会交流の取決めをしている方の割合     

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子家庭 35.6% 46.0% 40.0% 

父子家庭 35.5% 32.0% 40.0% 

 

｜ 基本目標４（経済的支援の推進）の成果指標 

● 家計の状況がぎりぎり又は赤字である世帯の割合 

 平成 28 年度 令和４年度 目標値 

ひとり親家庭 78.2% 78.2% 65.0% 

※平成 28 年度は「平成 28 年度札幌市子ども若者生活実態調査」から算出された数値ですが、令和 4 年度
は今回のアンケート結果に基づく数値であるため、それぞれ対象者が異なっています。 

 

｜ 基本目標５（利用者目線に立った広報の展開）の成果指標 

● 支援制度の認知度（母子家庭） 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子・婦人相談員 36.0% 41.7% 46.0% 

母子・父子・寡婦 
福祉資金貸付金 33.0% 41.7% 43.0% 

自立支援教育 
訓練給付金 37.0% 51.1% 47.0% 

高等職業訓練 
促進給付金 26.4% 42.1% 38.4% 

高等職業訓練 
促進資金貸付金 23.7% 36.7% 33.7% 

高等学校卒業程度認定 
試験合格支援事業 11.7% 25.3% 21.7% 

母子生活支援施設 35.2% 38.8% 45.2% 

ひとり親家庭 
支援センター 34.9% 49.1% 44.9% 

ひとり親家庭等 
日常生活支援事業 19.9% 26.3% 30.3% 

学習支援 
ボランティア 26.9% 32.1% 36.9% 
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● 支援制度の認知度（父子家庭） 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子・婦人相談員 11.7% 27.1% 21.7% 

母子・父子・寡婦 
福祉資金貸付金 7.8% 22.3% 17.8% 

自立支援教育 
訓練給付金 9.1% 26.5% 19.1% 

高等職業訓練 
促進給付金 8.4% 24.1% 18.4% 

高等職業訓練 
促進資金貸付金 4.5% 19.9% 14.5% 

高等学校卒業程度認定 
試験合格支援事業 3.9% 15.1% 13.9% 

ひとり親家庭 
支援センター 16.9% 25.3% 26.9% 

ひとり親家庭等 
日常生活支援事業 9.7% 14.5% 26.9% 

学習支援 
ボランティア 

9.7% 10.2% 19.7% 

 
 

● 支援制度の認知度（寡婦） 

 平成 29 年度 令和４年度 目標値 

母子・婦人相談員 58.6% 65.0% 68.6% 

母子・父子・寡婦 
福祉資金貸付金 59.7% 62.6% 69.7% 

ひとり親家庭 
支援センター 49.7% 56.4% 63.0% 

ひとり親家庭等 
日常生活支援事業 41.9% 46.6% 51.9% 

 

｜ 第４次計画の一部改定にあたって 

第４次計画の一部改定にあたり、令和４年度（2022 年度）までの取組状況や、アンケート

調査結果から継続して対応すべき課題があることが明らかになったことを踏まえ、成果指標

はこれまでと同じ指標を定めることとし、目標値についても同様の扱いとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

４ 計画の進捗状況 

第４次計画では、国の基本方針による「子育て・生活支援の充実」、「就業支援の充実」、

「養育費の確保及び適切な面会交流の推進」、「経済的支援の推進」に加え、平成 29 年度

（2017 年度）に実施したアンケート調査により明らかになった、支援制度の認知度という課

題に対応するため「利用者目線に立った広報の展開」という 5 つ目の基本目標を設定し、

様々な施策に取り組んできました。 

令和４年（2022 年）10 月に実施した今回のアンケート調査では、計画全体の成果指

標である「今後の生活（経済的・子育て等）に不安のある方の割合」については、前回

調査と比べ、すべての世帯類型で不安が高まっているという結果になりました。また、

悩みや不安等の心理的な状況に関する結果では、基本目標１の成果指標である「子ども

に対して悩みを持っている方の割合」は改善が見られず、基本目標２の成果指標である

「仕事に対して悩みを持っている方の割合」もほぼ横ばいとなっています。 

就業状況に関しては、母子家庭・父子家庭ともに正規雇用の割合が増えており（基本

目標２「就業している方のうちの正社員・正職員の割合」）、いずれも計画策定当初の目

標値を超えています。これは、社会情勢の変化や資格取得支援等の就業支援策等による

ものと考えられます。また、今回のアンケート調査では、転職よりも「現在の仕事を続

けたい」と回答した人の割合が高くなっており、今後は就職・転職支援のみならず、今

の仕事を続けるための支援も検討が必要です。 

基本目標３の「養育費の確保及び適切な面会交流の推進」では、父子家庭では大きな

変化が見られなかったものの、母子家庭では養育費・面会交流ともに「取決めをしてい

る」が増加しており、引き続き適切な支援に取り組むことが重要です。 

家計の状況では、正規雇用の割合や世帯収入が増加傾向であるにもかかわらず、基本目標

４の成果指標「家計の状況がぎりぎり又は赤字である世帯の割合」は前回調査時と変化がな

く、家計は依然として厳しい状況であることが明らかになっています。 

第４次計画から新たに加わった基本目標５「利用者目線に立った広報の展開」につい

ては、前回調査と比較可能なすべての事業において認知度が向上しています。これらは

各種広報活動の成果であると考えられます。ただ、依然として各事業を「知らない」と

回答した人も多く、また、特に父子家庭では、アンケート調査において「相談先や利用

できる制度が分からなかった」「（情報収集の手段が）特にない」とした人の割合が高い

ことから、今後もより一層効果的な広報を実施していく必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               第５章   施策の展開 

５ 
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１ 基本的な方向性 

札幌市では、「札幌市母子家庭等自立促進計画」を、平成 17 年度（2005 年度）及び平

成 20 年度（2008 年度）に策定し、その後、国における支援対象が父子家庭にも拡大され

たことなどに伴い、名称を「札幌市ひとり親家庭等自立促進計画」に改め、平成 25 年度

（2013 年度）からの第３次計画、平成 30 年度（2018 年度）からの第４次計画を策定

し、各施策の推進を図ってきました。 

 

｜ 第４次計画策定時の状況 

平成 29 年（2017 年）８月に行った「ひとり親家庭等の生活と意識に関するアンケート

調査」（12 ページ参照）の結果では、ひとり親家庭の困っていることの上位が家計と仕事

であることや、雇用や身分の不安定さが今後の生活への不安につながっていること、ま

た、資格の取得が就業とりわけ正規雇用に有利に働いていることなどが明らかとなったこ

とを踏まえ、就業支援の一層の充実に取り組んできたところです。 

また、支援制度の認知度について、多くの事業において、平成 24 年度（2012 年度）調

査よりも「知らない」と回答した人の割合が増えていたことから、支援を必要としている

方に情報を届け、認知度の向上を図る取組をしっかりと行い、制度利用者の増加、就業率

の増加、経済的な自立へとつなげていくために、広報活動の充実に努めてきました。 

基本理念については、第３次までの計画では、「ひとり親家庭等の生活の安定と子どもの

健やかな成長」としていましたが、安定はもちろんのこと、ステップアップを望む方に

は、その機会を提供することができるよう、第 4 次計画では、「ひとり親家庭等の生活の安

定と向上、その子どもの健やかな成長」としています。 

「子育て・生活支援の充実」、「就業支援の充実」、「養育費の確保の推進」、「経済的支援

の推進」としていた４つの基本目標について、アンケート調査等から明確になった支援制

度の認知度という課題に対応するため、第４次計画では、「利用者目線に立った広報の展

開」を加えた５つの基本目標により各施策の推進を図ってきました。 

 

｜第４次計画の一部改定にあたって 

今回の一部改定にあたり、令和４年（2022 年）10 月に実施した「ひとり親家庭等の生

活と意識に関するアンケート調査」では、平成 29 年（2017 年）調査時と比較して正社員

の割合が増加していること、各種支援制度の認知度が向上していることなどの状況が確認

されましたが、今後の生活への不安を感じている人の割合も増加しており、第 4 次計画策

定時に定めた５つの基本目標については課題が残っています。 

また、令和５年（2023 年）４月から、こども家庭庁が設置され、６月には少子化対策の

強化に向けて「こども未来戦略方針」が閣議決定され、「ひとり親家庭の自立と子育て支援

は、こどもの貧困対策としても喫緊の課題である」とされています。 

こうした状況を踏まえ、札幌市におけるひとり親家庭等の支援を継続的に行っていくた

めに、引き続き基本理念である「ひとり親家庭等の生活の安定と向上、その子どもたちの

健やかな成長」と５つの基本目標の達成に向け、各種支援の充実に取り組んでまいりま

す。 
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２ 基本理念 

 ｜ ひとり親家庭等の生活の安定と向上、 

                 その子どもたちの健やかな成長 ｜ 

母子及び父子並びに寡婦福祉法には、ひとり親家庭等の生活の安定と向上のために必要

な措置を講じること、児童が置かれている環境にかかわらず心身ともに健やかに育成され

ることが規定されています。 

日々の生活や子育てに大きな不安を抱いているひとり親家庭等が安心して生活を送るこ

とができるように、また、ひとり親家庭の子どもたちが、どのような環境に生まれ育って

も、健やかに成長できるように、行政、地域の福祉団体、NPO 法人、民間企業、そして身

近な地域住民などが一体となり、ひとり親家庭等を支える社会を実現していくという思い

を込めて、本計画においても基本理念を定めています。 

 

 

３ 基本目標 

本計画では、基本理念を実現するため、次の５つの基本目標を設定し、各施策を展開し

ていきます。 

 基本目標１ ｜ 子育て・生活支援の充実 

ひとり親家庭等が安心して子育てと就業や就業のための訓練との両立を図り、安定した

生活を送ることができるよう、子育てや生活面での支援体制や相談体制を充実します。 

 基本目標２ ｜ 就業支援の充実 

ひとり親家庭等が十分な収入を得られ、経済的に自立した生活を送ることができるよ

う、資格の取得や職業能力向上のための訓練、就業機会の創出等の支援を充実します。 

 基本目標３ ｜ 養育費の確保及び適切な親子交流（面会交流）の推進 

ひとり親家庭の生活を支え、子どもたちの健やかな成長を図るためにも、子どもが養育

費を受け取ることができ、適切な親子交流（面会交流）が行われるよう、養育費及び親子

交流（面会交流）に関する社会的機運の醸成や取決めを促進するための支援を推進しま

す。 

 基本目標４ ｜ 経済的支援の推進 

経済的に困難な状況にあるひとり親家庭等に対して、各種手当や給付金、貸付金による

経済的な支援を推進します。 

 基本目標５ ｜ 利用者目線に立った広報の展開 

情報に接触することが少ないひとり親家庭等に対して、情報を得やすく、必要にしてい

る方に確実に届くような広報を展開します。 
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４ 施策の体系 

 

 ｜ 基本理念  

  ひとり親家庭等の生活の安定と向上、その子どもたちの健やかな成長 

 

 ｜ 基本目標              ｜ 基本施策 

基本目標１ 

子育て・生活支援の充実 
１ 子育て支援の推進            

 ２ 生活支援の推進             

３ 子どもの育ちと学びへの支援の推進    

基本目標２ 

就業支援の充実 

１ 就業相談・就業機会創出等の推進     

２ 資格・技能習得等の支援の推進      

３ 女性のための就業支援の推進       

４ 働きやすい環境づくりの推進       

基本目標３ 

養育費の確保及び適切な親子交流（面会 

交流）の推進 

１ 養育費及び親子交流（面会交流）に関する相談

体制の強化 

２ 養育費及び親子交流（面会交流）に関する広報・

啓発活動の推進 

基本目標４ 

経済的支援の推進 

１ 給付型支援の実施            

２ 経済的負担の軽減            

 ３ 貸付金による支援の推進         

基本目標５ 

利用者目線に立った広報の展開  
１ 利用者目線に立った広報の展開      

※計画全体及び基本目標ごとの成果指標は 57～59 ページに記載の指標を継続します。 
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５ 施策の展開 

｜ 基本目標１ 子育て・生活支援の充実 

ひとり親家庭は、子育てと生計の維持を一人で担っていることから、様々な困難を伴う場

合があります。 

また、アンケート調査の結果からは、現在困っていることの上位が家計や仕事となってい

ること、今後の生活への不安を感じている割合が高い一方で相談相手がいない人が一定数い

ること、大学への進学率が一般世帯と比較して低いことなどが明らかになっています。 

これらのことから、ひとり親家庭等が安心して子育てと就業や就業のための訓練との両立

を図り、安定した生活を送ることができるよう、子育てや生活面での支援体制や相談体制を

充実させるため、次の各事業に取り組みます。 

 

｜ 基本施策１ 子育て支援の推進 

子育てサロン  子育て家庭の孤立や不安の解消を図り、安心して子育てできる

環境づくりを進めるため、乳幼児をもつ親子が集まり、自由に交

流できる場所として、子育てサロンを設置・運営します。 

｜母子｜父子｜ 

区保育・子育て支援センター 

（ちあふる） 

 

 保育機能に加え常設子育てサロンなどの様々な機能を持つ、区

保育・子育て支援センター（ちあふる）の運営により、すべての

子育て家庭に対する子育て支援の充実を図ります。 

｜母子｜父子｜ 

こそだてインフォメーション  各区のこそだてインフォメーションで、子育て世帯の悩みを解

決する子育て相談に応じるとともに、必要な支援を円滑に利用で

きるよう、地域の子育て支援事業や教育・保育施設及び子どもに

関する各種制度等の情報提供を行います。 

｜母子｜父子｜ 

利用者支援事業  子育て家庭の身近な場所である、区保育・子育て支援センター

とこそだてインフォメーションに「利用者支援専門員」が常駐し、

個別のニーズに応じた適切な施設・事業等を円滑に利用できるよ

う、情報提供、相談・助言などを行うとともに、関係機関との連

絡調整を行います。 

｜母子｜父子｜ 

保育所等の利用調整  未就学児のいるひとり親世帯や低所得世帯等の親が、安心して

就労や求職活動等に専念できるよう、保育所等に入所する際の利

用調整において加点します。 

｜母子｜父子｜ 

私立保育所等整備補助事業  私立保育所等の整備により保育の受け皿を確保するとともに、

老朽化した施設の更新により安全な教育・保育環境を確保するた

め、必要な整備費の補助を実施します。 

｜母子｜父子｜ 
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病児・病後児保育事業  子育てと就労の両立を支援するため、子どもが病気の際、就労

などで自宅での保育が困難な場合に、一時的に病児・病後児保育

を実施します。令和６年度から、国が定める病児対応型類型の追

加を行います。 

｜母子｜父子｜ 

休日保育  保護者の就労形態の多様化に伴う保育需要に対応するため、日

曜、祝日に保育を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

夜間保育事業  就労形態の多様化に伴い、夜間の保育を必要とする保護者のた

めに、認可保育所において午前０時（一部は午後 10 時）までの

保育を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

時間外保育事業  私立認可保育所等が開所時間の 11 時間を超えて、18 時以降に

１時間または２時間の時間外保育を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

一時預かり事業  認可保育施設での一時預かりを実施します。（一般型保育所タ

イプ・一般型幼稚園タイプ・幼稚園型） 

｜母子｜父子｜ 

市立幼稚園預かり保育事業  市立幼稚園において、就労等様々な家庭の状況に対応した預か

り保育を実施し、保育内容の充実や園と子育ての支援等について

研究する中で、子どもの健やかな育ちと保護者が安心して子育て

ができる環境を整えます。 

｜母子｜父子｜ 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業 

 子育ての援助を受けたい方と援助したい方により会員組織を

つくり、地域で子育て家庭を支える活動を支援します。日常的な

預かりに対応する「さっぽろ子育てサポートセンター事業」と、

緊急時や病児、病後児の預かりに対応する「こども緊急サポート

ネットワーク事業」の２つの事業を実施します。併せて、病児、

病後児預かり時の負担を軽減するための補助制度を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

子育て短期支援事業（子ども

ショートステイ） 

 児童を養育している家庭の保護者が、病気、出産や育児疲れ等

の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった

場合に、児童養護施設等において児童を一時的に養育します。 

｜母子｜父子｜ 

各区こども家庭センター機能

の整備 

 各区保健センターに「こども家庭センター」の機能を整備し、

身近な地域において、すべての妊産婦・子育て世帯・子どもの包

括的な相談支援を行います。 

｜母子｜父子｜ 
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｜ 基本施策２ 生活支援の推進 

母子・婦人相談員  各区に母子・婦人相談員を配置し、ひとり親家庭等の抱える

様々な課題に対して、きめ細やかな相談支援を行います。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

子どものくらし支援コーディ

ネート事業 

 子どもの相談支援に豊富な経験を持つ「子どもコーディネータ

ー」が、児童会館や子ども食堂などの子どもの居場所を巡回して、

困難を抱える子どもや家庭を早期に把握し、関係機関と連携しな

がら、必要な支援や重層的な見守りにつなげます。また、巡回施

設の拡大に向けて、ニーズ調査を行います。 

｜母子｜父子｜ 

ひとり親家庭支援センターの

生活支援事業 

 休日・夜間も開設している一般相談のほか、弁護士による法律

相談、臨床心理士による心療相談を実施するほか、専門の相談員

による父子相談を行います 。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

ひとり親家庭等日常生活支援

事業 

 ひとり親家庭の親が、就職活動や疾病、冠婚葬祭等により一時

的に家事の手助けや保育サービスが必要な場合等日常生活を営

むのに支障がある場合に家庭生活支援員を派遣し、生活援助を行

います。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

母子生活支援施設の運営  母子生活支援施設で、生活や住宅、就職などの困難な問題によ

り児童の福祉に欠ける場合に母子を保護し、自立に向けてその生

活を支援します。また、「札幌市の母子生活支援施設の目指すべき

方向性」における検討結果を踏まえ、心理療法担当職員による相

談支援の拡充や、妊婦支援等の機能強化について検討します。 

｜母子｜ 

住宅確保要配慮者居住支援 

事業 

 子どもを養育している方や高齢者等の住宅確保要配慮者の居

住の安定確保のため、札幌市居住支援協議会を運営し、入居から

退去までの困りごとをサポートします。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

市営住宅への優先入居  安心して子どもを生み育てられる居住環境づくりの一環とし

て、市営住宅の入居申込みに際して、ひとり親世帯や多子世帯の

当選確率が高まるように優遇措置を行います。また、一部の市営

住宅において、子育て家庭に配慮した募集を行います。 

｜母子｜父子｜ 
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｜ 基本施策３ 子どもの育ちと学びへの支援の推進 

ひとり親家庭学習支援ボラン

ティア事業 

 ひとり親家庭の小学３年生から中学生の子どもに大学生等の

ボランティアによる学習支援を行い、学習習慣の定着と基礎的

な学力の向上を図るとともに、進学や進路等の相談を行うな

ど、ひとり親家庭が不安感を解消できる居場所を提供します。 

｜母子｜父子｜ 

ひとり親家庭高等学校卒業程

度認定試験合格支援事業  

  高等学校を卒業していないひとり親家庭の親と子がより良い

条件で就職や転職ができるよう、高等学校卒業程度認定試験合

格のための講座（通信講座を含む）を受け、これを修了及び合

格したときに受講費用の一部を支給します。 

｜母子｜父子｜ 

地域における子どもの居場所

づくりの推進に向けた取組 

 地域全体で子どもを見守る環境を充実させ、安心して過ごす

ことのできる地域の居場所づくりを推進するため、子ども食堂

などの子どもの居場所づくりの活動等に対し費用の一部を補助

するほか、市ホームページでの広報等により活動を支援しま

す。地域の子どもの居場所づくり活動の多様化にともない、補

助対象の拡大を検討します。 

｜母子｜父子｜ 

放課後の居場所づくりの推進  児童会館やミニ児童会館では、児童・父母がともに参加でき

る親子工作会、スポーツ大会などの各種つどいやクラブ・サー

クル活動、野外活動、自主活動などの事業等を実施するほか、

児童クラブに登録している子どもも一般利用の子どもも分け隔

てなく、積極的な交流を通じて、健全育成を図ります。今後は

既存の児童会館及びミニ児童会館を、小学校等と併設した児童

会館として再整備を進めていくほか、放課後子ども教室や民間

児童育成会への支援を通じて、子どもの放課後の居場所づくり

の充実を図ります。 

｜母子｜父子｜ 

ヤングケアラー支援推進事業  ヤングケアラーが安心して暮らし学ぶことができるよう、普

及啓発、支援者向け研修を実施します。令和５年度以降、当事

者同士の情報交換の場を拡充するとともに、専門相談窓口を開

設するほか、家事援助などの支援を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

児童手当  子育て家庭等の生活安定と児童の健やかな成長に資すること

を目的として、0 歳から中学校卒業までの児童を養育している

方に手当を支給します。（国による制度改正を受けて対象の拡大

を予定。） 

｜母子｜父子｜ 

児童扶養手当  児童扶養手当法に基づき、離婚や死亡等により父親または母

親と生計を同じくしていない児童を育成する家庭に児童扶養手

当を支給します。 

｜母子｜父子｜ 

特別児童扶養手当  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神また

は身体に障がいを有する 20 歳未満の児童を監護または養育する

方に特別児童扶養手当を支給します。 

｜母子｜父子｜ 
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札幌市奨学金支給事業  意欲や能力があるにもかかわらず経済的理由によって修学困

難な学生または生徒に対し、返還義務のない奨学金を支給しま

す。令和６年度以降に支給人数を拡大し、高等学校や大学等へ

の進学支援の充実に取り組みます。 

｜母子｜父子｜ 

札幌市特別奨学金支給事業  経済的に困窮している世帯の子どもが技能習得を目的とした

高等学校等に通うために必要な学資を支給します。 

｜母子｜父子｜ 

就学援助  経済的理由により、就学困難な小・中学生がいる世帯に対

し、その世帯の収入に応じて学用品費、修学旅行費、給食費等

学校教育にかかる費用の一部を助成します。 

｜母子｜父子｜ 

特別支援教育就学奨励費  札幌市立小・中学校の特別支援学級に就学している児童生

徒、通常学級に在籍しているが重度の障がいや疾病のある児童

生徒、通級指導教室に通級している児童生徒がいる世帯に対

し、その世帯の収入に応じて学用品費、給食費等学校教育にか

かる費用の一部を助成します。 

｜母子｜父子｜ 

札幌市高等学校等生徒通学交

通費助成事業 

 札幌市内に居住し、公共交通機関を利用して石狩管内の高等

学校などに通う生徒に対し、通学に要する交通費のうち基準額

を超える額の 1/2 を助成します。 

｜母子｜父子｜ 

高等学校定時制課程教科用図

書給与 

 高等学校定時制課程への修学を促進し、教育の機会均等を保

障することを目的として、高等学校定時制課程に在学する有職

生徒に教科用図書を給与します。 

｜母子｜父子｜ 

認可外保育施設等利用給付事

業 

 国の基準に基づき、施設等利用給付認定を受けて、給付の対

象となる認可外保育施設等を利用した方を対象に、支払い後の

還付による利用料の給付を行います（給付額上限あり）。 

｜母子｜父子｜ 

学校給食費負担軽減事業  昨今の物価高騰を踏まえ、子育て世帯への支援として、学校

給食費の負担軽減を継続します。 

｜母子｜父子｜ 
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札幌市における母子生活支援施設の目指すべき方向性について 

 

札幌市には、生活や住宅、就職などの困難な問題により児童の福祉に欠ける場合に母子

を保護し、自立に向けてその生活を支援するための児童福祉施設である母子生活支援施設

があります。これまで母親と子どもを一緒に受け入れ、自立のために必要な支援を行って

きており、令和５年４月１日時点で札幌市内には公設 1 施設、民設４施設の計５施設がこ

うした役割を担っています。 

現在の施設の状況について、平成 30 年（2018 年）と令和５年（2023 年）にそれぞれ

１施設の改築を行っていますが、建物の老朽化が進んでいる施設もあり、今後も施設の更

新等が必要な状況となっています。 

また、生活スタイルの変化や施設環境（建物の古さ・設備仕様など）があわないことな

どにより、入所者数は減少傾向となっています。 

こうした背景を踏まえ、札幌市では第４次計画の一部改定とあわせて、札幌市における

母子生活支援施設の今後の在り方について検討を進めてきました。 

母子家庭支援において、母子生活支援施設の母と子を一体として支援できるという特性

を生かし、様々な困難を抱える母子家庭に対して必要な支援を行っていくために次のとお

り今後の方向性を整理しています。（詳細については巻末参考資料集 116 ページをご覧く

ださい） 

 

今後の方向性 

①事業の認知度向上 

○母子一体で支援を受けることができる施設の特長等を様々な困難を抱える母子家庭に

効果的に周知するとともに、関係機関に対しても施設の特長を理解してもらう取組を

行い、各機関の更なる連携強化を図っていく。 

 

②機能強化を見据えた施設・設備更新 

○老朽化が進んでいる施設の改築や設備の更新、また、妊婦支援や職員による 24 時間

対応などの新たな機能について、各施設の状況を踏まえながら機能強化について検討

を行っていく。 

 

③支援を支える人材の確保・育成 

○支援を担う施設職員の確保・育成を行う。キャリアパスの仕組みの検討など、職員の

専門性を高める取組を検討する。 

 

④持続可能な運営の確保 

○札幌市しらぎく荘休止後の札幌市全体における規模（定員数）については、機能強化

に伴う利用希望の変化を注視しながら、札幌市における適正な規模を確保し、また、

各施設における運営の安定化を目指していく。 
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｜ 基本目標２ 就業支援の充実 

ひとり親の就業率や正規雇用の割合は改善傾向にありますが、アンケート調査の結果から

は、雇用や身分の不安定さが今後の生活の不安につながっていることや、仕事と子育ての両

立が困難であることなどが課題として明らかになっています。 

ひとり親家庭等が十分な収入を得られ、経済的に自立した生活を送ることができるよう、

資格の取得や職業能力向上のための訓練、就業機会の創出等の支援を充実させるため、次の

各事業に取り組みます。 

 

｜ 基本施策１ 就業相談・就業機会創出等の推進 

ひとり親家庭支援センターに

おける就業支援事業 

 ひとり親家庭支援センターにおける各就業支援により、ひとり

親家庭等の就業による自立の促進を図ります。 

 

＜就業相談・職業紹介＞ 

就労に関する悩み事などの相談に応じるとともに、ハローワー

クと連携して就業経験や適性などに応じた求人情報を提供しま

す。 

 

＜就業支援講習会＞ 

就職に有利な資格取得や能力開発を目的とする就業支援講習

会や、就職等に必要な知識、心構えなどを身に付けるための就職

準備・離転職セミナー等、就業のための講座の充実を図ります。 

 

＜母子・父子自立支援プログラム＞ 

個々の実情に応じた、きめ細かな就業等の支援を行う母子・父

子自立支援プログラム策定事業を推進します。 

 

＜企業への訪問活動＞ 

ひとり親家庭等の就業を促進するため、企業への訪問を積極的

に行い、雇用への理解と協力を求めます。 

 

＜関係機関との連携＞ 

ハローワーク、札幌市就業サポートセンター、母子・婦人相談

員等と日常的に連携を図り、ひとり親家庭等の就業支援を推進し

ます。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

就業サポートセンター等事業  ハローワークと民間職業紹介業者が共同窓口を設置し、無料

の職業紹介や求職者を対象としたセミナー、カウンセリングな

どを行う「就業サポートセンター」、ハローワークによる無料職

業相談、相談員による職業相談やカウンセリングなどを行う

「あいワーク」において、職業紹介業務等を推進します。ま

た、求職者の早期就労実現のため、資格取得や職場体験を通し

た就職の支援を推進します。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 
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母子・父子福祉団体への支援  公的施設内における自動販売機・売店等の設置や清掃事業の

委託等の優先的な事業発注により、母子・父子福祉団体の基盤

拡充に向けた支援を行います。また、ひとり親家庭等の交流の

場となっている母子・父子福祉団体の会員拡大への支援を行い

ます。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

 

｜ 基本施策２ 資格・技能習得の支援の推進 

自立支援教育訓練給付金事業 

 

 就業を目指して職業能力の開発を推進するため雇用保険制度

の教育訓練給付の指定講座を受講したひとり親家庭に、教育訓練

終了後に入学料及び受講料の一部を支給します。 

｜母子｜父子｜ 

高等職業訓練促進給付金事業  

 

 保育士や看護師等の正規雇用につながりやすい資格取得を目

的とする養成機関を受講する際に、受講期間中の生活負担軽減の

ための給付金を支給します。対象となる資格については、国の動

向も踏まえて拡充等について検討します。 

｜母子｜父子｜ 

ひとり親家庭等高等職業訓練

促進資金貸付制度及び住宅支

援資金貸付制度 

 就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、

修学を容易にすることにより資格取得を促進するため、入学準

備金と就職準備金の貸付けを行います。また、自立に向けて意

欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、家賃相当の住宅資金

貸付けを行います。 

｜母子｜父子｜ 

ひとり親家庭高等学校卒業程

度認定試験合格支援事業 

（再掲） 

  

就業サポートセンター等事業

（再掲） 

  

 

｜ 基本施策３ 女性のための就業支援の推進 

女性の活躍サポートの推進  女性の起業や就業支援のため、講演会、起業講座、相談会等

の実施及び情報収集・交換等の場の提供を行います。 

｜母子｜寡婦｜ 

女性起業家の育成事業   起業を目指す女性が情報交換等を行うことができるコワーキ

ングスペースの運営や、託児付き起業セミナーを開催するほ

か、他の関係機関等との連携により経営相談窓口を開設するな

ど、女性起業家を育成する事業を実施します。 

｜母子｜寡婦｜ 

女性社員が活躍しつづけるた

めの支援事業 

 産休前研修や職場復帰前研修を行い、働き続けたい女性が出

産や育児を機に仕事をやめてしまうことがないよう、キャリア

プランを立てるための支援事業を実施します。 

｜母子｜寡婦｜ 
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働くことへの不安解消への支

援（女性の多様な働き方支援

窓口運営事業） 

 子育てと仕事の両立に不安を感じて就職活動を始めることが

できずにいる女性や、出産後も働き続けたいと希望する女性を

支援する女性向け就労支援窓口「ここシェルジュ SAPPORO」を

運営します。 

｜母子｜寡婦｜ 

 

｜ 基本施策４ 働きやすい環境づくりの推進 

ワーク・ライフ・バランス plus

企業認証制度及び育児休業等

取得助成金事業 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や女性活躍の

推進に積極的に取り組む企業を、札幌市独自の基準により認証し

ます。また、認証企業のうち従業員数 300 人以下の企業が、育児

休業取得者の代替要員を雇用した場合や、子の看護休暇を有給制

度として改正し従業員が利用した場合などに助成金の支給を行

う等の支援を行います。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

保育所等の利用調整（再掲）   

私立保育所等整備補助事業

（再掲） 

  

病児・病後児保育事業

（再掲） 

  

休日保育（再掲）   

夜間保育事業（再掲）   

時間外保育事業（再掲）   

一時預かり事業（再掲）   

市立幼稚園預かり保育事業

（再掲） 

  

ファミリー・サポート・セン

ター事業（再掲） 

  

子育て短期支援事業（子ども

ショートステイ）（再掲） 

  

ひとり親家庭等日常生活支援

事業（再掲） 

  

  



 

74 

 

｜ 基本目標３ 養育費の確保及び適切な親子交流（面会交流）の推進 

離婚を原因とするひとり親家庭では、養育費を受け取ることが子どもの権利であるにもか

かわらず、いまだその確保が十分でないのが実態です。 

また、アンケート調査の結果からは、養育費及び親子交流（面会交流）の取決状況は改善

されてはいるものの、離婚時に養育費や親子交流（面会交流）について誰にも相談していな

い方が多くいることなどが課題として明らかになっています。 

ひとり親家庭の生活を支え、子どもたちの健やかな成長を図るためにも、子どもが養育費

を受け取ることができ、また、適切な親子交流（面会交流）が行われるよう、養育費及び親

子交流（面会交流）に関する社会的機運の醸成等を推進するため、次の各事業に取り組みま

す。 

なお、養育費や親子交流（面会交流）に関しては、法務省法制審議会家族法制部会で家族

法制の見直しについて議論が行われ、令和５年（2023 年）12 月 19 日には「家族法制の見直

しに関する要綱案（案）」が示されました。これまでの議論の中で、ＤＶ等の危険性について

も意見がでており、引き続き各家庭の事情について配慮が必要です。 

 

｜ 基本施策１ 養育費及び親子交流（面会交流）に関する相談体制の強化 

養育費及び親子交流（面会交流）の

相談 

 区役所の母子・婦人相談員やひとり親家庭支援センター

で、養育費や親子交流（面会交流）に関する相談や、専門機

関への橋渡し等を行います。ひとり親家庭支援センターでは

弁護士による特別相談により、養育費や親子交流（面会交流）

に関する相談も実施します。相談業務に従事する職員のスキ

ルアップのため、研修を行い相談体制の充実を図ります。ま

た、相談の機会を通じて養育費や親子交流（面会交流）に対

する市民の意識向上に努めます。 

｜母子｜父子｜ 

 

｜ 基本施策２ 養育費及び親子交流（面会交流）に関する広報・啓発活動の推進 

ひとり親家庭等養育費確保支援事

業 

 ひとり親家庭等の子どもに関する養育費の取決めや保証

に係る費用の一部を補助することにより、養育費の確保を支

援します。さらに、不払い発生時における強制執行手続きに

係る費用の一部も補助します。 

｜母子｜父子｜ 

養育費・親子交流（面会交流）に関

する広報・啓発の推進 

 専門機関や母子・父子福祉団体、関係部局等と連携しなが

ら、ホームページや SNS、パンフレット等の媒体を用いて、

養育費や親子交流（面会交流）に関する広報・啓発活動を推

進します。また、離婚届を受け取りに来た方にパンフレット

を交付することで、養育費や親子交流（面会交流）に対する

市民の意識向上に努めます。 

｜母子｜父子｜ 
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｜ 基本目標４ 経済的支援の推進 

2022（令和４）年国民生活基礎調査では、子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯

の相対的貧困率が 44.5％という結果となっており、ひとり親家庭の多くが経済的に困難な状

況にあります。 

また、アンケート調査の結果からは、ひとり親家庭は年間総収入、年間就労収入とも低い

傾向にあることなどが課題として明らかになっています。 

経済的に困難な状況にあるひとり親家庭等に対して、各種手当や給付金、貸付金による経

済的な支援を推進するため、次の各事業に取り組みます。 

 

｜ 基本施策１ 給付型支援の実施 

災害遺児手当及び入学等支度

資金 

 交通事故、労働災害等その他不慮の災害により、父、または母

等を失った（重度障がいとなった場合を含む。）義務教育終了前

の遺児を扶養する方に手当を支給するとともに、遺児が小・中学

校等及び高等学校に入学する際または中学校等卒業後、就職する

際に支度金を支給します。 

｜母子｜父子｜ 

児童手当（再掲）   

児童扶養手当（再掲）   

特別児童扶養手当（再掲）   

自立支援教育訓練給付金事業

（再掲） 

  

高等職業訓練促進給付金事業

（再掲） 

  

ひとり親家庭高等学校卒業程

度認定試験合格支援事業（再

掲） 

  

就学援助（再掲）   

札幌市奨学金支給事業（再掲）   

札幌市特別奨学金支給事業（再

掲） 
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｜ 基本施策２ 経済的負担の軽減 

第２子以降の保育料無償化事

業 

 特定教育・保育施設等を利用している多子世帯の保育料を軽減

するため、同時入所要件を撤廃し、世帯の所得や子の年齢差によ

らず、第２子以降の保育料無償化を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

ひとり親家庭等医療費助成  ひとり親家庭の 20 歳未満の子どもの入院・通院及びひとり親

家庭の親の入院にかかる医療費のうち、保険診療の自己負担額か

ら初診時一部負担金または医療費の１割を除いた金額を助成し

ます。令和６年８月からは、新たに住民税非課税世帯の親の通院

にかかる医療費の助成を実施します。 

｜母子｜父子｜ 

子ども医療費助成  小学生以下の入院・通院及び中学生の入院にかかる医療費のう

ち、保険診療の自己負担額から初診時一部負担金または医療費の

１割を除いた金額を助成します。令和６年４月以降、段階的に、

高校３年生まで助成対象を拡大します。 

｜母子｜父子｜ 

JR通勤定期の特別割引制度  児童扶養手当を受給しているひとり親家庭を対象に、JR 通勤

定期の料金が割引となる特定者用定期乗車券購入証明書を発行

します。 

｜母子｜父子｜ 

 

｜ 基本施策３ 貸付金による支援の推進 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付

制度  

 ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の向上を図るため、各

世帯の様々な状況に応じて、事業開始資金や技能習得資金等 12

種類の資金の貸付を行う母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度を適

切に実施するとともに、幅広く制度の周知を行います。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

ひとり親家庭等高等職業訓練

促進資金貸付制度及び住宅支

援資金貸付制度（再掲） 
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｜ 基本目標５ 利用者目線に立った広報の展開  

アンケート調査の結果から、新規事業以外の全ての支援制度について認知度の向上がみら

れ、基本目標に沿った各種広報活動の成果が徐々にあらわれているところですが、依然とし

て認知度が低い事業も多く、引き続き支援を必要とする方に情報を届けることが課題とされ

るところです。 

情報に接触することが少ないひとり親家庭等に対して、情報を得やすく、また、必要にし

ている方に確実に届くような広報を展開するため、次の各事業に取り組みます。 
 

｜ 基本施策１ 利用者目線に立った広報の展開 

必要な支援につなげるための

パンフレット等の作成 

  必要な情報が必要なときに得られるよう、ひとり親家庭になっ

たばかりの方を対象としたガイドブックを作成し、離婚届けの提

出窓口やひとり親相談窓口等で配布するなど、制度利用の促進を

図ります。 

｜母子｜父子｜ 

必要とされる情報を確実に届

ける広報の展開 

  ひとり親家庭の利便性に配慮し、各種支援制度や手続きに関す

ることなど、必要な情報が確実に届くよう、ＳＮＳや児童扶養手

当現況届への制度案内同封なども活用したプッシュ型の広報等

に取り組みます。 

｜母子｜父子｜ 

子育て情報サイトおよびアプ

リ 

  すべての子育て家庭が必要な情報を入手し、自分に合ったサー

ビスを利用できるよう、子育て情報に特化したウェブサイトおよ

びスマートフォンアプリにて、利用者の立場に立った子育て情報

を提供します。 

｜母子｜父子｜ 

ＳＮＳの活用による広報の

展開 

  ひとり家庭向けの支援制度や相談窓口等についてのプッシュ

型の情報提供のための公式ＬＩＮＥアカウントを運営し、制度利

用の促進を図ります。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

ＡＩチャットボットの活用   支援を必要とする方が手軽に情報を入手できるよう、子育て支

援に関する質問に対し 24 時間 365 日自動で回答するＡＩチャ

ットボットを運用し、利用者の利便性の向上を図ります。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

関係機関との情報連携の推

進 

 北海道労働局やハローワーク等、ひとり親家庭等の支援に関

係する機関・団体等との情報連携を行います。 

｜母子｜父子｜寡婦｜ 

こそだてインフォメーショ

ン（再掲） 
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             第６章   計画の推進体制 
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１ 関係機関・団体との連携 

ひとり親家庭等の生活の安定及び向上並びに子どもの健やかな成長を図るためには、生

活全般にわたるきめ細やかで総合的な支援体制が必要です。 

このことから、本計画に基づく施策の実施にあたっては、国、北海道、札幌市等の関係

機関が緊密に連携するとともに、母子・父子福祉団体をはじめとした地域の福祉団体、

NPO 法人、民間企業等の理解と協力のもとで施策を推進していきます。 

札幌市だけでは実現が困難な課題に対しても、広報や意見の表明により、社会全体でひ

とり親家庭等を支援する意識の醸成に努めていきます。 

 

 

 

２ 実施状況の公表 

本計画に掲げた施策については、その実施状況を市民に対してホームページ等で公表す

るとともに、関係機関に対しても、施策の進捗状況や国のひとり親家庭等に関する施策の

動向など、事業推進に必要な情報を提供し情報の共有を図ります。 

 

 

 

３ 計画の運用 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき策定された国の基本方針は、第４次計画策定時

に対象期間が平成 31 年度（2019 年度）までとされており、その後令和２年度（2020 年

度）から令和６年度（2024 年度）を対象期間とする新たな基本方針が制定されました。 

これを受け、本計画の計画期間を国の基本方針の計画期間に合わせることとし、第４次

計画を２年間延長した一部改定版を策定しました。 

今後の国の動向や外部環境の変化等に柔軟に対応しながら本計画を推進していきます。 

 

 

 

４ 計画の評価と検証 

本計画では、基本理念の実現を目指すため、引き続き 57 ページに記載の成果指標に基

づきながら、効果的・効率的に各施策に取り組み、ひとり親家庭等の自立の促進を図って

いきます。 
 


